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がん対策今後の動向

平成27年度長崎県がん診療連携協議会(実務者会議）スライドより

がん対策今後の動向

中間報告（ 年 月）• 中間報告（H27年6月）

• がん対策協議会委員交代
がん対策加速プ （ 年内）

• 全国がん登録スタート

• 第3期基本計画に向けた検討

がん対策加速プラン（H27年内）

• 第3期基本計画に向けた検討

• がん教育全国展開（H29年）

第 期基本計画（ 年 月）
がん対策基本法改訂（？）• 第3期基本計画（H29年6月）
がん対策基本法改訂（？）

れから大変革期これから大変革期？
がん対策から目が離せない
平成27年度長崎県がん診療連携協議会

(実務者会議）
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本日の話題本日の話題

平成27年6月以降のがん対策推進協議会の動向• 平成27年6月以降のがん対策推進協議会の動向

• がん対策加速化プラン策

• がん対策加速化プランの実施に向けた動向

平成 年の新たな動向• 平成28年の新たな動向

• がん情報サービス 最近の話題がん情報サ ビス 最近の話題

平成28年度長崎県がん診療連携協議会
(実務者会議）
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がん対策推進協議会がん対策推進協議会

第51回 6/10 中間評価、今後のがん対策方向性について

6/17 がん対策推進基本計画中間評価報告書

今後のがん対策方向性について

第 回 / がん対策の推進に いて第52回 7/29 がん対策の推進について

第53回 9/17 がん対策基本法の改正について

第54回 11/6 がん対策加速化プランについて第54回 11/6 がん対策加速化プランについて

第55回 11/20 がん対策加速化プランについて

12/3 がん対策加速化プランへの提言について12/3 がん対策加速化プランへの提言について

12/22 がん対策加速化プラン

第56回 3/10 今後の議論の進め方について第56回 3/10 今後の議論の進め方について

第57回 5/27 がん対策推進基本計画の見直しについて
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がん対策推進基本計画中間評価の概要
全体目標【平成19年度からの10年目標】

（１） がんによる死亡者の減少
（７５歳未満の年齢調整死亡率の２０％減少）

（２） すべてのがん患者とその家族の苦痛の軽
減と療養生活の質の維持向上

（３） がんになっても安心して
暮らせる社会の構築

第二期か
ら

・年齢調整死亡率の推移：92.4（2005年）→80.1（2013年）
減少傾向ながら、全体目標の達成が難しいという統計予測
も出ている。

喫煙率減少 がん検診受診率向上をはじめとしたがん対

・身体的苦痛や精神心理的苦痛の緩和が十分に
行われていないがん患者が３～４割ほどいる。

・家族に負担をかけていると感じてい
たり、職場関係者等に気を使われて
いると感じるがん患者が３割ほどいる。

がんの教育 普及啓発 がん患者

重点的に取り組むべき課題

・喫煙率減少、がん検診受診率向上をはじめとしたがん対
策のより一層の推進が必要。

・引き続き、緩和ケア等の提供体制の検証と整備
が必要。

・がんの教育・普及啓発、がん患者へ
の社会的苦痛の緩和等の取組をより
一層推進することが重要。

（１）放射線療法、化学療法、手術療
法の更なる充実とこれらを
専門的に行う医療従事者の育成

（３）がん登録の推進
（２） がんと診断された時からの
緩和ケアの推進

重点的に取り組むべき課題

（４）働く世代や小児への
がん対策の充実

第二期か
ら

・拠点病院の指定要件の改正やがんプ
ロ

フェッショナル基盤養成プラン等の取組

・拠点病院の指定要件の改正により、診
断時から緩和ケアを提供する体制や専門
家による診療支援体制の整備が進み 医

・平成25年12月にが
ん登録が法制化。

・国民への周知が不

・関連部局と連携し、がん患
者・経験者の就労支援につい
て検討したフェッショナル基盤養成プラン等の取組

により、一定の進捗が得られている。

・今後、系統的なデータ収集体制の整備
や先進的な放射線治療機器の適正配置
についての検討、がん診療に携わる専
門医のあり方についての検討等を推進

家による診療支援体制の整備が進み、医
師・看護師の意識の変化もみられた。

・拠点病院の医師に対して、緩和ケア研
修
会を受講するよう促すとともに、在宅医等
が受講できる体制を構築することが必要

国民への周知が不
十分であり、より一層
の普及啓発が必要。

て検討した。

・就労支援に関する既存の仕
組み・施策・制度を十分に理解
し、活用していくことが重要。

・小児がんについては、「小児
がん拠点病院」及び「小児がん門医のあり方についての検討等を推進

することが重要。

が受講できる体制を構築することが必要。

・拠点病院以外の医療機関や緩和ケア病
棟、在宅医療等における緩和ケアを推進
していくことが必要。

がん拠点病院」及び「小児がん
中央機関」を指定した。
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今後のがん対策の方向性についての概要
（ 組 策 焦 を ）（～これまで取り組まれていない対策に焦点を当てて～）

がん対策推進基本計画に明確な記載がなく、今後、推進が必要な事項

１．将来にわたって持続可能ながん対策の実現

・少子高齢化等の社会・経済の変化に対応する社会保障制度の改革
地域医療介護総合確保推進法に基づく地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保 等
⇒がん患者を含めた国民全体が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる体制の整備⇒がん患者を含めた国民全体が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる体制の整備

・各施策の「費用対効果」の検証
・発症リスクに応じた予防法や早期発見法を開発・確立することによる個人に適した先制医療の推進
・がん医療の均てん化と集約化の適正なバランスに関する検討

がん登録情報を活用した大規模デ タベ スの構築 等・がん登録情報を活用した大規模データベースの構築

２．全てのがん患者が尊厳をもった生き方を選択できる社会の構築

・がん患者が「自分らしさと尊厳」を持って がんと向き合って生活していくためにはがんに関する正しい情報を獲得するこ

等

・がん患者が「自分らしさと尊厳」を持って、がんと向き合って生活していくためにはがんに関する正しい情報を獲得するこ
とが重要⇒「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんと向き合い、がんと共に生きることができる社会」の実現

・障害のある者に対する情報提供、意志決定支援、医療提供体制の整備
・難治性がんに対する有効で安全な新しい治療法の開発や効果の期待できる治療法を組み合わせた集学的治療の開
発

等

３．小児期、ＡＹＡ世代、壮年期、高齢期等のライフステージに応じたがん対策

発

・総合的なＡＹＡ世代のがん対策のあり方に関する検討（緩和ケア、就労支援、相談支援、生殖機能温存等）
・遺伝性腫瘍に対する医療・支援のあり方に関する検討遺伝性腫瘍 対す 医療 支援 あり方 関す 検討

・認知症対策と連動した高齢者のがん対策のあり方に関する検討 等



がん対策推進協議会
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本日の話題本日の話題

平成27年6月以降のがん対策推進協議会の動向• 平成27年6月以降のがん対策推進協議会の動向

• がん対策加速化プラン策

• がん対策加速化プランの実施に向けた動向
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本日の話題本日の話題

平成27年6月以降のがん対策推進協議会の動向• 平成27年6月以降のがん対策推進協議会の動向

• がん対策加速化プラン策

• がん対策加速化プランの実施に向けた動向

平成 年の新たな動向• 平成28年の新たな動向

• がん情報サービス 最近の話題がん情報サ ビス 最近の話題

平成28年度長崎県がん診療連携協議会
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がんの予防‐検診
市町村が提供するがん検診について 受診勧奨の方法 精度管• 市町村が提供するがん検診について、受診勧奨の方法、精度管
理、検査項目等を継続して把握する。

• 検診受診率のみならず 精密検査受診率等についても目標値を• 検診受診率のみならず、精密検査受診率等についても目標値を
設定する。

• 目標値を達成するには モニタリングが重要であることから 各• 目標値を達成するには、モニタリングが重要であることから、各
市町村が全国での位置づけを確認し施策に役立てるため、各市
町村のがん検診受診率、がんの死亡率や受診率向上に向けた
取組等を比較可能な形で公表する。

• 検診対象者、市町村それぞれの特性に応じて、行動変容を起こ
すため イ ブ策 びデ イ ブ策を導 するすためのインセンティブ策及びディスインセンティブ策を導入する。

• 胃がんの死亡率減少効果が新たに認められた8胃内視鏡検査を

対策型検診として普及するため 医療関係団体と協力して 運用対策型検診として普及するため、医療関係団体と協力して、運用
マニュアルの周知や受診者が受けやすい環境づくり等、精度や
安全性を担保した実施体制の整備を進める。安全性を担保した実施体制の整備を進める。
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がんの予防‐学校におけるがん教育

• 児童生徒ががん及びがん患者に対する正しい知識、認
識及び命の大切さに対する理解を深めるため、「がん
の教育総合支援事業」において、国が発達段階に応じ
て作成した教材を活用したがん教育を実施する。また、
地方自治体において、教育委員会及び衛生主管部局
が がが連携し、関連団体とも協力する等により、学校医、が
ん専門医やがん患者・経験者等の外部講師の活用等、
地域連携体制構築を図るよう 国は必要な支援を行う地域連携体制構築を図るよう、国は必要な支援を行う。
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１がんとはどのような病気でしょうか？
２我が国におけるがんの現状

６がんの治療法
７がんの治療における緩和ｹｱ２我が国におけるがんの現状

３がんの経過と様々ながんの種類
４がんの予防

７がんの治療における緩和ｹｱ
８がん患者の「生活の質」

９ がん患者への理解と共生
27

４がんの予防
５がんの早期発見とがん検診

９ がん患者への理解と共生
◎小学生用教材案

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1370005.htm



28



２．治療・研究‐がんのゲノム医療
• ゲノム医療等タスクフォースにおいて、改正個人情報保護法におけるゲノ

ム情報の取扱い、ゲノム情報に基づく差別の防止、遺伝子関連検査の品
質・精度の確保、遺伝子関連検査の結果の伝え方等について、検討を進
めるめる。

• ゲノム医療の医療現場におけるより詳細な課題を明らかにするため、国
内外のゲノム医療の詳細な実態調査を実施する。療 詳細 実 調 実 す 。

• 家族性腫瘍等の遺伝子変異陽性者に対する検査・治療・支援のあり方を
検討するとともに、拠点病院等に遺伝カウンセラー等の配置を促進する。

• 国立がん研究センターが、国内外の研究機関・医療機関と協働し、我が
国のゲノム医療の実現化に向けて主要な役割を果たせるよう、国は必要
な支援を行うな支援を行う。

• 関係府省庁等が協力して、ゲノム医療の実現に資する研究を推進する。
また、大学病院等医療機関の疾患ゲノム情報等を集約するため、「全ゲ、 機 情 約 、
ノム情報等の集積拠点」を整備する。

• 従来のがん種別の治療を提供する時代から、「私のゲノム情報」に基づ
いた「私のがん治療 を提供する時代に移り あることを踏まえ 患者いた「私のがん治療」を提供する時代に移りつつあることを踏まえ、患者
を含めた国民に対して、ゲノム医療やその実現のために必要な研究等に
関する普及啓発を進める。
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２．治療・研究‐標準的治療の開発・普及

• 関係学会と協力し、診療ガイドラインに示されている標
準的治療の医療現場での運用等の実態調査及び標準準的治療の医療現場での運用等の実態調査及び標準
的治療の実施に影響を与える因子を分析する。

• 関係学会と協力し 診療ガイドラインの標準的治療が• 関係学会と協力し、診療ガイドラインの標準的治療が、
高齢者や他疾患を持つ患者にも、有効かつ安全なもの
であるか検証するであるか検証する。

• 関係学会と協力し、診療ガイドラインの標準的治療が、
地域の医療提供体制を考慮したものであるかどうか検地域の医療提供体制を考慮したものであるかどうか検
証する。

特定機能病院 す 集 検査 結 件• 特定機能病院に対する集中検査の結果や承認要件の
見直し等も参考にしつつ、拠点病院等において備える
べき医療安全に関する要件の見直しを行うべき医療安全に関する要件の見直しを行う。
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２．治療・研究‐がん医療に関する情報提供

• がん患者や家族が必要とする情報のうち医療機関に関
する情報を提供するため、拠点病院等の院内がん登録
や現況報告で得られる情報を活用し、希少がんや小
児・AYA世代のがんも含め、診療実績や医療従事者の

配置等、患者や家族が必要とする情報を簡単に検索で
き、医療施設同士の比較も可能なシステムを構築し、
広報・周知する。
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がん診療提供体制の
あり方に関する検討会

総論総論

これまで均てん化を目指してがん診
療提供体制の整備を進めてきたが、療提供体制の整備を進めてきたが、
今後、がん診療提供体制はどうある
べきか。

各論

• がんゲノム医療

• がん医療に関する情報提供

• がん診療連携拠点病院等におけ
る医療安全る医療安全

• がんの放射線治療

• 「がん診療連携拠点病院等の指定「がん診療連携拠点病院等の指定
の検討会」における論点 33
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特定機能病院及び地域
医療支援病院のあり方医療支援病院のあり方
に関する検討会

大学附属病院等の医療安全確保に
関するタスクフォース等を踏まえた特
定機能病院の承認要件の見直しにつ定機能病院の承認要件の見直しにつ
いて

平成28年2月17日

38

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000112714.html



２．治療・研究‐小児・AYA世代のがん対策

• 「小児がん拠点病院連絡協議会」等を活用し、小児が

ん拠点病院の専門的医療の提供、地域医療機関との
連携、相談支援、情報提供等、小児がん医療提供体制

プや長期フォローアップ体制等のあり方を検証する。AYA 
世代固有の詳細な課題を明らかにするため、AYA 世代
のがん医療等に関する実態調査や研究を進める。
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小児がん拠点病院 平成25年2月8日指定
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アドバイザリー・ボード（仮称） 各種小児がんの情報、
小児がん拠点病院の情

小児がん中央機関

国立がん研究センタ国立成育医療研究センタ

中央機関

児 拠点病院 情
報を提供する「小児がん
情報サービス」を構築

（患者支援情報の収集作
国立がん研究センター国立成育医療研究センター

・相談・支援
・情報提供
・研究支援等

・情報提供
・小児がん登録

（院内がん登録） 拠点病院院内がん登

成は成育が実施）

・診断支援
・小児がん登録
・人材育成

（院内がん登録）
・人材育成 （相談員）

拠点病院院内がん登
データの小児がん特別
集計を行い公表

連絡協議会（仮称）
成人拠点病院に実施し
ている相談員基礎研修
(1)(2)(3)を提供。

小児がん拠点病院小児がん拠点病院 小児がん拠点病院

(1)(2)(3)を提供。

地域小児がん医療
提供体制協議会

地域小児がん医療
提供体制協議会

地域小児がん医療
提供体制協議会

41



（5/11）掲載
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２．治療・研究‐希少がん対策
• 国立がん研究センターを事務局とした「希少がんワーキ
ンググループ（仮称）」を設置し、個別のがん種について、
当該希少がんに関する治療法や治療を受けられる医
療機関等の情報の収集・提供、ガイドライン普及のため
の対策等を検討する。

• 病理診断の質を向上させるため、バーチャルスライドや病理診断の質を向上させるため、 チャルスライドや
映像を集積するデータベースの構築や、病理コンサル
テーションの際に、依頼する医師と診断する専門の医テ ションの際に、依頼する医師と診断する専門の医
師をつなぐ仕組みの構築を目指す。

• 研究については 「がん研究 10か年戦略」を踏まえつ研究については、「がん研究 10 か年戦略」を踏まえつ

つ、引き続き適応外や未承認の薬剤及び医療機器の
開発ラグの解消をめざした研究を含む治療開発に取り開発ラグの解消をめざした研究を含む治療開発に取り
組む。 45
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希少がん対策ワーキンググループ
○ 「希少がん医療・支援のあり方に関する検討会」報告書（平成26年3月）で希少がん対策ワーキング

グループ（WG)設置の提言
○ 検討会で定義された希少がんに該当するがん種について WGで「実務的な内容」を検討○ 検討会で定義された希少がんに該当するがん種について、WGで「実務的な内容」を検討

特定のがん種に絞り

希少がん対策に関する検討の場の設置

特定のがん種に絞り
• 臓器別、疾患別などのネットワーク構築を進める
• 最新情報の収集・提供
• ガイドラインの策定・普及をすすめていく
• 希少がん対策の進捗状況を評価するための評価項目

研究者関連学会 患者団体

事務局：国立がん研究センター

対象がん種
で分科会
設置

• 希少がん患者のアウトカムを向上させる • 診療提供体制について

などを分科会を設置し、年３～5回のWG開催で検討する

• 情報提供について
（患者 非専門家 ）

希少がん対策WGの目標 希少がん対策WGの検討対象

• 希少がん患者のアウトカムを向上させる
• （そのために必要な要素等）

• 専門施設へのアクセスを確保する
• 専門施設での診療経験を蓄積する
• 臨床試験の環境を整備する

医療資源を効率的 活用する

• 「必要な集約化」と
「ネットワーク化」の推進

• ガイドラインの作成・普及
• 教育体制や診療報酬

なども含む

• （患者、非専門家へ）
• 専門施設のリストの作成
• 専門施設の公表項目の決定
• 専門施設を中心とした

患者紹介の流れの整理
• 医療資源を効率的に活用する なども含む 患者紹介 流 整

など

WGの担当範囲：関係者への提言と可能な部分の実行



四肢軟部肉腫分科会

49
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/opinions/rcwg.html



３．がんとの共生‐就労支援

• 拠点病院等のがん相談支援センターを活用した仕事の継続を重視し
た相談支援の実施、就労相談を重視した地域統括相談支援センター
の設置を進めていくの設置を進めていく。

• ハローワークが拠点病院等と連携して実施する就職支援モデル事業
を全国展開していくとともに、事業主向けセミナーや就職支援ナビゲーを全国展開していくとともに、事業主向けセミナ や就職支援ナビゲ
ターの交流会の実施なども進めていく。

• すでに仕事を持っている患者が、就労の継続が可能であるにもかかわ
らず、本人の理解不足や企業の支援体制の不足などにより、がんに罹
患したことだけをもって直ちに辞職したり解雇されたりすることがないよ
う がん等の疾病を有する患者が治療と職業生活を両立できるよう支う、がん等の疾病を有する患者が治療と職業生活を両立できるよう支
援するための企業向けガイドラインを策定し、事業者団体等と協力しな
がら、ガイドライン等の普及啓発を推進する。

• 全国の産業保健総合支援センターに所属する専門の相談員がモデル
ケースとして、必要に応じて医療機関や企業に出向きながら、がん患
者等が就労を継続することができるよう 関係者間の調整や相談対応者等が就労を継続することができるよう、関係者間の調整や相談対応
等を支援する。 50



就労相談を重視した地域統括相談支援センターを設置

51



日本対がん協会
がんと診断された時がんと診断された時
からの相談支援

52
http://www.jcancer.jp/can‐navi/
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5年生存率63 1% 10年生存率58 2%5年生存率63.1%、10年生存率58.2%
（全国がん（成人病）センター協議会2016）

54厚生労働省 第56回がん対策推進協議会 資料6より一部改変
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000115926.html



「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」

治療と職業生活の両立支援の位置づけと意義治療と職業生活の両立支援の位置づけと意義

事業者が疾病を抱える労働者を就労させると
判断した場合は、業務により疾病が増悪しない判断した場合は、業務により疾病が増悪しない
よう、治療と職業生活の両立のために必要とな
る一定の就業上の措置や治療に対する配慮を
行うことは、労働者の健康確保対策等として位
置づけられる。 時間単位の年休（16.2%）

病気休暇制度（22 4%）病気休暇制度（22.4%）
時短勤務（14.8%）
在宅勤務（11.5%）

55厚生労働省 治療と職業生活の両立について 一部改変
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
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働く意欲のある従業員の就業継続支援を、日頃からの対策、休職、
復職時といった時系列別に編集。また、休職・復職の際に主治医の
診断書などの個人情報収集の場面でもスムーズに対応できる「個
人情報の取り扱いにおける基本的な考え方」も収録しています が人情報の取り扱いにおける基本的な考え方」も収録しています。が
ん以外の私傷病にも応用できるマニュアルです。紹介文より

第1部総論

第2部円滑に対応するための職場づくり

1章 日頃からの取り組み

2章 体調不良時の対応への配慮

3章 個人情報の取り扱いについて

4章 社内外の連携

第3部がん就労支援の実際

5章 診断後、休業・休職中の支援

6章 復職期、復職後の支援 60



３．がんとの共生‐支持療法の開発・普及

• 治療に伴う副作用・合併症・後遺症の実態を把握し、
それを踏まえた支持療法に関する研究を進めるそれを踏まえた支持療法に関する研究を進める。

• 特に術後の合併症・後遺症を軽減する観点から、栄
養療法 リ ビリ シ 療法や漢方薬を用 た支養療法、リハビリテーション療法や漢方薬を用いた支
持療法に関する研究を進める。

• 患者視点の評価も重視した、支持療法に関するガイド
ラインの作成に向けた研究を進める。

61



62



３．がんとの共生‐緩和ケア
• 緩和ケアチームの質の向上のため 緩和ケアチームの年間新規診療症• 緩和ケアチ ムの質の向上のため、緩和ケアチ ムの年間新規診療症

例数が多い等、診療機能の高いチームが、他病院の緩和ケアチームの医
療従事者を受け入れて、実地研修を提供する。

• 疼痛のスクリーニングの事例集等を作成し、医療現場に普及する。

• 人材育成に関しては、関係学会や都道府県と協力して、引き続きがん診
療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の受講を進める療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の受講を進める。

• 関係団体と協力して、入院、外来、在宅等の診療の場を問わず、適切な
緩和ケアを提供できるよう、緩和ケアに関するガイドブックの改訂を進める。

• 終末期の療養生活の質を向上させるため、関係団体等と協力し、遺族調
査を通じて終末期の医療・介護サービスの実態を分析する。

がん患者が住み慣れた家庭や地域での療養や生活を選択できるよう 関• がん患者が住み慣れた家庭や地域での療養や生活を選択できるよう、関
係団体と協力し、緩和ケアに携わる者や施設間の調整を担う人材の研修
や、訪問看護ステーション等の看護師を対象とした研修を実施する。

• 近年、外来で治療を受けるがん患者が増えていることに鑑み、病院の外
来から在宅医療への移行や、がん患者が安心して自宅等で療養できるよ
う緊急の症状緩和目的の入院を受け入れる緩和ケア病棟の評価を検討う緊急の症状緩和目的の入院を受け入れる緩和ケア病棟の評価を検討
する。 63
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がん等における緩和
ケアの更なる推進に関ケアの更なる推進に関
する検討会

がん診療を担う 療ア．がん診療を担う医療
機関における緩和ケア提
供体制のあり方

イ．すべての医療従事者
が基本的な緩和ケアを身
につけるための方策につけるための方策

ウ．循環器疾患の患者に
対する緩和ケア提供体制
のあり方のあり方

（２）緩和ケアの充実に向
けたその他の具体的な対けたその他の具体的な対
策
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本日の話題本日の話題

平成27年6月以降のがん対策推進協議会の動向• 平成27年6月以降のがん対策推進協議会の動向

• がん対策加速化プラン策

• がん対策加速化プランの実施に向けた動向

平成 年の新たな動向• 平成28年の新たな動向

• がん情報サービス 最近の話題がん情報サ ビス 最近の話題

平成28年度長崎県がん診療連携協議会
(実務者会議）
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平成27年度長崎県がん診療連携協議会
(実務者会議）
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がん対策基本法改正案要綱（案）
国会がん患者と家族の会国会がん患者と家族の会

• 第１目的規定の改正
がん患者がその状況に応じて必要な支援を総合的に受けられる– がん患者がその状況に応じて必要な支援を総合的に受けられる

• 第２基本理念の追加

適切ながん医療のみならず 福祉的支援 教育的支援その他の必要な– 適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育的支援その他の必要な
支援を受けられる

• 第４事業主の責務の新設

• 第５がん対策推進基本計画等の見直し期間に関する改正
– 少なくとも６年ごと

• 第６がんの予防の推進に係る規定の改正
– ①がんの原因となるおそれのある感染症に関する啓発及び知識の普及

• 第７がん検診によりがんの疑いがあると判定された者等が必要
な診療を受けることの促進等に係る規定の新設

第 緩 う 療 提供 れ も 携わ 専 性• 第８緩和ケアのうち医療として提供されるものに携わる専門性
を有する医療従事者の育成の明記

83



がん対策基本法改正案要綱（案）
• 第９がん患者の療養生活の質の維持向上に係る規定の改正第９がん患者の療養生活の質の維持向上に係る規定の改正

– がん患者の状況に応じた良質なリハビリテーションを確保

• 第10がん登録等の取組の推進に関する改正第 録等 組 推 関す 改
– がん登録により得られた情報の活用等を推進

• 第11研究の推進等に係る規定の改正
– がん患者の療養生活の質の維持向上に資する事項を追加

• 第12 がん患者の雇用の継続等に係る規定の新設
– 事業主に対するがん患者の就労に関する啓発及び知識の普及

• 第13がん患者における学業と治療との両立に係る規定の新設
が 患者が必 な教育と適切な治療を継続的か 滑 受 られる– がん患者が必要な教育と適切な治療を継続的かつ円滑に受けられる

• 第14 民間団体の活動に対する支援に係る規定の新設

民間の団体が行うがん患者の支援に関する活動 がん患者の団体が行– 民間の団体が行うがん患者の支援に関する活動、がん患者の団体が行
う情報の交換等の活動等を支援

• 第15がんに関する教育の推進に係る規定の新設第15 がんに関する教育の推進に係る規定の新設

– 国民が、がんに関する知識及びがん患者に関する理解を深めることがで
きるよう、がんに関する教育の推進

84



本日の話題本日の話題

平成27年6月以降のがん対策推進協議会の動向• 平成27年6月以降のがん対策推進協議会の動向

• がん対策加速化プラン策

• がん対策加速化プランの実施に向けた動向

平成 年の新たな動向• 平成28年の新たな動向

• がん情報サービス 最近の話題がん情報サ ビス 最近の話題

平成28年度長崎県がん診療連携協議会
(実務者会議）
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http://ganjoho.jp/med_pro/training_seminar/pdca/forum/index.html
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がん診療連携拠点病院院内がん登録全国集計
年全国集計 施設別（別表 ）2013年全国集計 施設別（別表1~6）

1‐1‐1 登録数：施設、部位別※、総数／男性／女性

1‐2‐1 登録数（浸潤がんのみ）：施設、部位別※、総数／男性／女性

2‐1 登録数：施設、部位別※、診断時住所別

2‐2 登録数（20歳未満）：施設、部位別※、診断時住所別

3‐1 登録数：施設、5年年齢階級別、総数／男性／女性登録数 施設、 年年齢階級別、総数 男性 性

4 登録数：施設、症例区分別＠

5 登録数：施設、来院経路別

※部位別：全部位/口腔・咽頭/食道/胃/結腸/直腸/肝臓/胆嚢・胆管/膵臓/喉頭

5 登録数：施設、来院経路別

6 登録数：施設、発見経緯別

※部位別 全部位/口腔 咽頭/食道/胃/結腸/直腸/肝臓/胆嚢 胆管/膵臓/喉頭
/肺/皮膚/乳房/子宮/子宮頸部/子宮体部/卵巣/前立腺/膀胱/腎・尿路（膀胱除
く）/脳・中枢神経系/甲状腺/悪性リンパ腫/多発性骨髄腫/白血病/大腸 26部位

＠症例区分別：診断のみ/自施設診断自施設治療/他施設診断自施設治療/
他施設にて初回治療開始後/剖検のみ101 18



がん診療連携拠点病院院内がん登録全国集計
2013年全国集計 施設別（別表7）2013年全国集計 施設別（別表7）

7-1-1 胃癌登録数（自施設初回治療、癌腫）

：施設 UICC-TNM分類 治療前ステージ別：施設、UICC-TNM分類 治療前ステージ別

7-1-2 胃癌登録数（自施設初回治療、癌腫、原発巣切除）

：施設 UICC TNM分類 術後病理ステ ジ別：施設、UICC-TNM分類 術後病理ステージ別

7-1-3-① 胃癌登録数（自施設初回治療、癌腫、UICC-TNM

分類ステ ジ1期） 施設 治療法別分類ステージ1期）：施設、治療法別

7-6-1 ICCC-3主分類登録数（20歳未満）

施設 総数/男児/女児：施設、総数/男児/女児

癌腫 1胃癌/2大腸癌/3肝癌/4肺癌/5乳癌癌腫：1:胃癌/2:大腸癌/3:肝癌/4:肺癌/5:乳癌

6：小児がん（２０歳未満 ICCC主分類別）

白血病/リンパ腫/脳腫瘍/神経芽腫/網膜芽細胞腫/腎腫瘍/白血病/リンパ腫/脳腫瘍/神経芽腫/網膜芽細胞腫/腎腫瘍/

肝腫瘍/軟部腫瘍/胚細胞腫/その他の腫瘍

病期：①：1期/②：2期/③:3期/④:4期
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表1‐1‐1 登録数：施設、部位別

表1‐1‐1 登録数：施設 部位別表1 1 1 登録数：施設、部位別

胃がん

胃がん StageⅠ
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拠点病院等院内がん登録の全国集計録
104

• 2007年診断症例（2009年3月収集：2009年11月公表）

初 都道府県別集計 約 万件 施設– 初の都道府県別集計 約32万件：305施設

• 2008年症例（2010年2月収集：2011年6月公表）

初の施設別集計 約43万件 362施設– 初の施設別集計 約43万件：362施設

• 2009年症例（2011/1収集：2012/3公表） 約49万件：377施設

• 2010年症例（2011/12収集 2012/11公表） 約55万件 387施設• 2010年症例（2011/12収集：2012/11公表） 約55万件：387施設

• 2011年症例（2012/12収集：2013/8公表） 約58万件：397施設
– 拠点病院外（県推薦病院）も集計 ＋約9万件：156施設拠点病院外（県推薦病院）も集計 ＋約9万件：156施設

• 2012年症例（2013/12収集：2014/8公表） 約62万件：397施設
– UICC TNM分類第7版を採用 ＋約15万件：236施設

• 2013年症例（2014/10収集：2015/7公表） 約66万件：409施設
– 小児拠点病院（一部施設）も集計 ＋約17万件：285施設

2014年症例 約67万件 421施設• 2014年症例（2015/9収集：2016/7公表予定） 約67万件：421施設
– 全小児拠点病院も集計 ＋約21万件：313施設



小児がん情報サービス
トップページレイアウト変更
トップカテゴリーを明確化（3/25）

トップペ ジレイアウト変更

新着情報を領域を拡張新着情報を領域を拡張
→小児がん拠点病院が主催・
共催するイベント案内を掲載
（2/25）（2/25）



イベント情報掲載
お問い合わせ http://ganjoho jp/child/contact html ＞医療関係者の方へお問い合わせ http://ganjoho.jp/child/contact.html ＞医療関係者の方へ
一般向けイベント情報の掲載申込書、医療者向け研修会やセミナー情報の掲載申込書

小児がん拠点病院が主催、共催する関連イベント



（3/4）掲載（3/4）掲載



（3/18）掲載

今年度の予定
• 医療者向けサイト分離• 医療者向けサイト分離
• 小児がん情報サービススマホ対応



がん情報サービス
Ｆａｃｅｂｏｏｋページ

このページにいいね！

するとがん情報サービスの更
新情報の他 がん関連情報新情報の他、がん関連情報
がtime Lineに掲載される。
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がんサバイバーシップオープンセミナーがんサバイバ シップオ プンセミナ
① 「がん治療とお口の関係」～安全ながん治療のための、歯科の役割～
② 「がん治療と仕事の調和― どこで・誰に相談できる？」
③ 「＜がん情報サ ビス＞をもっと知ろう」

110

③ 「＜がん情報サービス＞をもっと知ろう」
④ 「親ががんになったとき―がん患者さんと子どもへの支援―」
⑤ 「緩和ケア」



ご当地カフェご当地カフェ
沖縄沖縄
いしのまき
明日香明日香
北海道北海道
石川
名古屋

平成28年度
施 募集 定 111共催施設募集予定



多地点テレ
ビ会議シスビ会議シス
テム

メディカルカンファ
レンス
隔週木曜
17時30分から19時
C棟8階第6会議室C棟8階第6会議室

祝開通祝開通
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113http://ganjoho.jp/med_pro/vod/index.html
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